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令和６年度児童虐待相談対応件数まとまる
～3,148 件で依然として高い水準～

１ 要旨

・令和６年度に県内７か所の児童相談所（静岡市、浜松市を含む）が対応した児童虐待相談

対応件数は、3,148件で昨年度から406件減少しているが依然として高い水準にある。

・虐待の種類別では、心理的虐待が1,889件（60.0%）で最も多かった。

・児童相談所に寄せられた虐待相談の経路別では、「警察等」からの相談が 1,607件(51.1％)

「近隣知人」からの相談が440件(14.1%)と多かった。

・被虐待児の年齢別では学齢前の被虐待児は1,273件で全体の約４割を占めており、虐待者

別では、実父母による虐待が2,514件で全体の約８割を占めている。

２ 児童相談所における虐待相談対応件数の推移（単位：件、％）

※（ ）内は、対前度年比。

３ 種類別にみた虐待相談対応件数（単位：件、％）

※（ ）内は、合計に占める割合。なお四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。

４ 相談経路別にみた虐待相談対応件数（単位：件、％）
（1） 関係機関内訳

(2) 家族等内訳

※（ ）内は、合計に占める割合。なお四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります

年度 H12 H17 R1 R2 R3 R4 R5 R6

静岡県 444 601
3,461
(118.9)

3,930
(113.6)

3,717
(94.6)

3,823
(102.8)

3,554
(92.9)

3,148
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全国 17,725 34,472
193,780
(121.2)

205,044

(105.8)
207,660

(101.3)
214,843
(103.5)

225,509
(105.0)

―

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 ネグレクト 合計

R5 811(22.8) 46(1.3) 2,141(60.2) 556(15.6) 3,554(100)

R6 719(22.8) 53(1.7) 1,889(60.0) 487(15.5) 3,148(100)
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虐待者本人 家族・親戚 近隣・知人 児童・本人 家族等計Ｂ 合計Ａ+Ｂ
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５ 被虐待児の年齢別状況（単位：件、％）

※（ ）内は、合計に占める割合。なお四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。

６ 主たる虐待者の状況（単位：件、％）

※（ ）内は、合計に占める割合。なお四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。

７ 令和７年度児童虐待への対応及び児童虐待防止対策に係る主な取組

学齢前
小学生 中学生

高校生
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合計
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（35.7）

466
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実父母
実父以外の父 実母以外の母 その他 合計

実父 実母 小計
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(0.6)

308
(8.6)

3,554
(100)

R6
1,086
(34.5)

1,428
(45.4)

2,514
（79.9）

157
(5.0)
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(0.2)

470
(14.9)

3,148
(100)

区 分 主な取組

児童相談所

の体制強化

・一時保護所の新たな設備運営基準への対応【Ｒ７新規】

１か所３人（児童指導員、心理療法担当、看護師）、計６人増員

・一時保護時の新たな司法審査への対応【Ｒ７新規】

東部・中央児童相談所に司法審査対応職員各１人、計２人配置

・こども家庭ソーシャルワーカーの資格取得促進【Ｒ７拡充】

広報・啓発

・毎年11月の「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」において、

児童相談所虐待対応ダイヤル(189)の普及活動を実施予定

虐待予防・関係

機関との連携強化

・西部児童相談所管内に児童家庭支援センターを１か所新設【Ｒ７新規】

Ｒ６:３か所⇒Ｒ７:４か所（富士、東部、中央、西部の４児相管内）

・児童家庭支援センターにおける地域連携担当職員の配置促進【Ｒ７新規】

・思いがけない妊娠相談窓口「しずおか妊娠ＳＯＳ」による電話相談対応

（電話番号：080-7206-2409）

・医療機関に対して児童虐待への適切な対応を助言する相談窓口を運営（県立こども病院内に設置）

児童の権利擁護の推進 ・意見表明等支援事業の対象施設の拡大 Ｒ６:２か所⇒Ｒ７:８か所

相談体制の整備 ・こどもを対象としたLINE 相談窓口「しずおかこども・家庭相談」を運営

市町支援 ・こども家庭センター設置促進及び運営支援のための研修会の実施

里親支援

・里親に対する研修等の充実

・中央及び富士児童相談所管内に里親支援センターを各１か所新設、計２か所設置【Ｒ７新規】


